
は
じ
め
に

平
安
時
代
以
降
の
わ
が
国
の
舎
利
信
仰
に
お
い
て
、
独
自
の
教
義
を
打
ち
立

て
、
も
っ
と
も
多
彩
な
活
動
を
行
っ
た
の
が
真
言
宗
で
あ
っ
た
。
そ
の
舎
利
信

仰
の
核
は
空
海
が
唐
か
ら
請
来
し
た
仏
舎
利
八
十
粒
で
あ
る
。
こ
の
舎
利
は
東

寺
の
宝
蔵
に
安
置
さ
れ
た
た
め
、「
東
寺
舎
利
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
舎
利
は
基
本
的
に
塔
に
埋
納
も
し
く

は
安
置
さ
れ
、
塔
は
釈
迦
の
霊
廟
と
し
て
礼
拝
供
養
さ
れ
た
。
塔
に
舎
利
を
埋

納
す
る
こ
と
は
、
釈
迦
入
滅
直
後
の
イ
ン
ド
で
始
ま
り
、
広
く
仏
教
圏
に
伝
播

し
た
。
古
代
の
日
本
も
そ
の
伝
統
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
仏
舎
利
八
十

粒
は
東
寺
に
五
重
塔
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
宝
蔵
に
安
置
さ
れ
た
点
で
、
そ

れ
ま
で
の
舎
利
信
仰
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
舎
利
は
年

ご
し
ち
に
ち
の

み

し

ほ

に
一
度
宮
中
に
運
ば
れ
、
国
家
護
持
と
五
穀
成
就
を
祈
る
後
七
日
御
修
法
に
祀

ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
舎
利
は
国
を
守
り
、
人
々
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
宝
物

と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
安
時
代
以
降
、
真
言
宗
を
中
心
に

様
々
な
舎
利
法
や
宝
珠
法
が
創
案
さ
れ
、
人
々
は
舎
利
に
対
し
て
種
々
の
利
益

を
願
う
よ
う
に
な
る
が
、
後
七
日
御
修
法
は
そ
の
先
が
け
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

良
い
。

で
は
、
空
海
は
後
七
日
御
修
法
に
見
る
舎
利
信
仰
を
ど
こ
で
誰
か
ら
学
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
舎
利
信
仰
の
淵
源
は
ど
こ
に
あ
り
、
空
海
に

至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
法
脈
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
か
つ
て
こ
の
問
題
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
1
）。
そ
の
折
は
、
空
海
の
師

恵
果
が
唐
の
禁
裏
の
内
道
場
に
お
い
て
法
門
寺
舎
利
の
供
養
を
行
っ
た
こ
と
に

注
目
し
、
法
門
寺
舎
利
に
対
す
る
供
養
法
が
空
海
の
舎
利
信
仰
の
源
流
で
あ
る

と
結
論
付
け
た
。
筆
者
は
現
在
も
こ
の
考
え
は
基
本
的
に
は
間
違
っ
て
い
な
い

と
考
え
る
が
、
後
七
日
御
修
法
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
要
素
が

存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
約
三
十
年
に
一
度
し
か
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
法

門
寺
舎
利
の
奉
迎
供
養
に
対
し
て
後
七
日
御
修
法
は
毎
年
行
わ
れ
、
ま
た
法
門

寺
で
は
舎
利
を
塔
に
埋
納
す
る
と
い
う
イ
ン
ド
以
来
の
伝
統
に
則
し
て
い
る
の

に
対
し
、
仏
舎
利
八
十
粒
は
東
寺
の
宝
蔵
と
い
う
建
物
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
要
素
を
有
し
、
後
七
日
御
修
法
と
同
様
に
宮
中
に
舎
利
を
移
し
て

供
養
す
る
舎
利
信
仰
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
に
た
ど
り

着
い
た
。
地
理
的
に
遠
い
こ
と
も
あ
り
、
わ
が
国
の
仏
教
が
ス
リ
ラ
ン
カ
仏
教

か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
。
し
か
し
、
金
剛
智
（
真
言
宗

付
法
第
五
祖
）
と
不
空
（
同
第
六
祖
）
が
そ
れ
ぞ
れ
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
り
、
仏
舎
利

の
一
種
で
あ
る
仏
歯
を
拝
見
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
（
金
剛
智
は
仏
歯

供
養
の
儀
式
を
実
見
し
た
可
能
性
が
高
い
）、
二
人
の
法
脈
を
受
け
継
ぐ
空
海
に
彼

ら
が
得
た
仏
歯
供
養
の
教
義
や
知
識
が
相
承
さ
れ
た
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
荒

空
海
の
舎
利
信
仰
の
源
流
―
後
七
日
御
修
法
と
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養

内

藤

栄
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唐
で
は
な
か
ろ
う
。

本
稿
は
後
七
日
御
修
法
を
め
ぐ
り
空
海
の
舎
利
信
仰
の
源
流
を
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
。
本
稿
を
通
し
て
空
海
の
舎
利
信
仰
が
世
界
的
な
広
が
り
を
持
つ
こ

と
を
指
摘
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
第
二
章
第
二
節
ま
で
は
、

前
稿
の
論
旨
と
重
複
し
て
い
る
が
、
論
の
展
開
上
不
可
欠
の
た
め
再
説
し
た
。

一
、
後
七
日
御
修
法
に
つ
い
て

（
1
）
空
海
請
来
の
舎
利

大
同
元
年
（
八
〇
六
）、
空
海
は
唐
よ
り
帰
朝
し
、
舎
利
、
数
多
く
の
仏
画
や

経
典
、
道
具
類
な
ど
を
請
来
し
た
。
請
来
品
の
内
容
に
つ
い
て
空
海
が
記
し
た

『
御
請
来
目
録
』
に
は
、
舎
利
及
び
舎
利
に
関
わ
る
道
具
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
正
蔵
五
五
―
一
〇
六
四
）。

（
前
略
）道

具
五
宝
五
鈷
金
剛
杵
一
口

五
宝
五
鈷
鈴
一
口

五
宝
三
昧
耶
杵
一
口

五
宝
独
鈷
金
剛
一
口

五
宝
羯
磨
金
剛
四
口

五
宝
輪
一
口

已
上
各
著
二
仏
舎
利
一

五
宝
金
剛
橛
四
口

金
銅
盤
子
一
口

金
花
銀
閼
伽
盞
四
口

右
九
種
一
十
八
事

智
之
無
辺
号
二
仏
陀
一
。
覚
之
無
上
名
二
調
御
一
。
智
無
辺
故
無
レ
所
レ
不
レ
知
。

覚
無
上
故
方
便
難
レ
測
。
故
能
種
種
法
門
摂
化
長
夜
。
所
謂
金
剛
等
者
竝

皆
仏
之
智
法
之
門
。
受
持
頂
戴
福
利
無
レ
極
。
外
摧
―二
滅
魔
軍
一
内
以
調
―二
伏

煩
悩
一
。
観
智
之
端
自
レ
玆
而
起
。
疑
南
之
子
不
レ
可
レ
不
レ
知
。

阿
闍
梨
付
嘱
物

仏
舎
利
八
十
粒
就
中
金
色

舎
利
一
粒

刻
白
檀
仏
菩
薩
金
剛
等
像
一
龕

白
緤
大
曼
荼
羅
尊
四
百
四
十
七
尊

白
緤
金
剛
界
三
昧
耶
曼
荼
羅
尊
一
百
二
十
尊

五
宝
三
昧
耶
金
剛
一
口

金
銅
鉢
子
一
具
二
口

牙
床
子
一
口

白
螺
貝
一
口

右
八
種
物
等
。
本
是
金
剛
智
阿
闍
梨
従
二
南
天
竺
国
一
持
来
。
転
―二
付

大
広
智
阿
闍
梨
一
。
広
智
三
蔵
又
転
―二
与
青
龍
阿
闍
梨
一
。
青
龍
和
尚

又
転
―二
賜
空
海
一
。
斯
乃
伝
法
之
印
信
万
生
之
帰
依
者
也
。

（
後
略
）

こ
こ
に
は
舎
利
が
二
か
所
に
登
場
す
る
。
ま
ず
後
半
の
仏
舎
利
八
十
粒
か
ら

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
「
阿
闍
梨
付
嘱
物
」
す
な
わ
ち
恵
果
か
ら
付
与

さ
れ
た
八
種
の
品
の
一
つ
で
、
金
剛
智
が
南
イ
ン
ド
で
入
手
し
た
と
い
う
。
金

剛
智
は
中
イ
ン
ド
の
生
ま
れ
と
さ
れ
る
が
、
三
十
一
歳
の
時
に
南
イ
ン
ド
に
行

き
龍
樹
の
弟
子
で
あ
る
龍
智
に
学
ん
だ
。
後
に
中
イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
に
遊

行
し
、
南
イ
ン
ド
に
戻
っ
た
後
に
文
殊
菩
薩
を
礼
拝
す
る
た
め
に
唐
に
渡
っ
た
（
2
）。

仏
舎
利
八
十
粒
は
金
剛
智
が
修
学
中
の
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
入
手
し
た
も
の
で

2
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あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
舎
利
は
不
空
・
恵
果
・
空
海
へ
と
相
承
さ
れ
、
伝
法

の
印
信
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
引
用
箇
所
の
前
半
に
は
舎
利
を
籠
め
た
密
教
法
具
六
種
九
口
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
宝
五
鈷
金
剛
杵
一
口
・
五
宝
五
鈷
鈴
一
口
・

五
宝
三
昧
耶
杵
一
口
・
五
宝
独
鈷
金
剛
一
口
・
五
宝
羯
磨
金
剛
四
口
・
五
宝
輪

一
口
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
五
宝
三
昧
耶
杵
を
三
鈷
杵
と
考
え
る
指
摘
が
あ
り
（
3
）、

筆
者
も
そ
の
説
に
賛
同
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
六
種
の
密
教
法
具
は
五
鈷

杵
・
三
鈷
杵
・
独
鈷
杵
・
五
鈷
鈴
・
羯
磨
・
輪
宝
と
い
う
、
大
壇
具
の
主
要
な

法
具
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
舎
利
を
籠
め
な
い
法
具
に
五
宝
金
剛

橛
四
口
・
金
銅
盤
子
一
口
・
金
花
銀
閼
伽
盞
四
口
の
三
種
九
口
が
あ
る
。

『
御
請
来
目
録
』
に
見
え
る
九
種
十
八
口
の
法
具
は
、
舎
利
を
籠
め
た
法
具

と
籠
め
な
い
法
具
と
の
間
に
明
確
な
性
格
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
舎
利
を
籠
め
た
法
具
は
、
五
鈷
杵
・
三
鈷
杵
・
独
鈷
杵
・
五
鈷
鈴
と
い

っ
た
導
師
が
直
接
手
に
執
り
、
自
身
や
人
々
の
煩
悩
を
�
破
し
、
魔
障
か
ら
道

場
の
場
を
守
護
す
る
の
に
用
い
た
道
具
の
ほ
か
、
輪
宝
及
び
羯
磨
と
い
う
大
壇

の
中
央
と
四
方
と
い
う
要
所
を
守
る
結
界
具
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
舎
利
が

籠
め
ら
れ
て
い
な
い
法
具
は
、
大
壇
の
最
外
に
立
て
道
場
の
境
界
を
示
す
四
橛

や
、
鈴
杵
の
台
で
あ
る
金
剛
盤
、
仏
の
閼
伽
（
水
）
を
盛
る
供
養
具
で
あ
る
。

法
具
に
舎
利
を
籠
め
る
意
味
に
つ
い
て
、『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
二
「
仏
説
跋
折

羅
功
徳
法
相
品
」
に
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。
そ
こ
に
は
舎
利
を
籠
め
た
三

鈷
杵
は
護
法
力
が
増
強
し
、
諸
外
道
、
欲
界
天
魔
、
他
人
を
軽
侮
す
る
心
を
防

ぐ
と
説
か
れ
て
い
る
（
4
）。『
御
請
来
目
録
』
に
見
え
る
舎
利
を
籠
め
た
法
具
類
は
、

導
師
が
直
接
手
に
執
っ
て
作
法
を
行
う
法
具
や
壇
の
主
要
部
を
結
界
す
る
法
具

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
舎
利
を
籠
め
て
い
な
い
法
具
は
、
四
橛
の
よ
う
な

壇
の
最
も
外
側
に
位
置
す
る
法
具
、
法
具
の
台
や
供
養
具
と
い
っ
た
、
導
師
が

修
法
に
お
い
て
直
接
触
れ
な
い
、
も
し
く
は
強
力
な
護
法
力
を
必
要
と
し
な
い

類
の
法
具
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
空
海
は
帰
国
に
あ

た
り
、
主
要
な
法
具
の
全
て
に
舎
利
を
籠
め
る
と
い
う
計
画
性
を
以
て
大
壇
具

を
揃
え
た
の
で
あ
る
。
空
海
が
密
教
の
修
法
に
お
け
る
舎
利
の
護
法
力
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
2
）
後
七
日
御
修
法
の
目
的

承
和
元
年
（
八
三
四
）
十
二
月
十
九
日
、
空
海
は
宮
中
に
お
い
て
七
日
間
に
わ

た
る
密
教
修
法
を
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
上
奏
文
を
し
た
た
め
た
。『
続
遍
照

発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
巻
九
に
は
そ
の
折
の
上
奏
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

宮
中
真
言
院
正
月
御
修
法
奏
状

一
首

承
和
元
年
十
二
月
乙
未
。
大
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
空
海
上
奏
曰
。
空
海
聞
。

如
来
説
法
。
有
二
二
種
趣
一
。
一
浅
略
趣
。
二
秘
密
趣
。
言
二
浅
略
趣
一
者
。

諸
経
中
長
行
偈
頌
是
也
。
秘
密
趣
者
。
諸
経
中
陀
羅
尼
是
也
。
浅
略
趣
者
。

如
下
太
素
本
草
等
経
。
論
―二
説
病
源
一
分
―中
別
薬
性
上
。
陀
羅
尼
秘
法
者
。
如
二

依
レ
方
合
レ
薬
服
食
除
�

病
。
若
対
二
病
人
一
披
―二
談
方
経
一
无
レ
由
レ
療
レ
痾
。

必
須
二
当
レ
病
合
�

薬
。
依
レ
方
服
食
乃
得
下
消
―二
除
疾
患
一
。
保
―中
持
性
命
上
。

然
今
。
所
レ
奉
レ
講
最
勝
王
経
但
読
二
其
文
一
空
談
二
其
義
一
。
不
二
曽
依
レ
法

画
レ
像
結
壇
修
行
一
。
雖
レ
聞
レ
演
―二
説
甘
露
之
義
一
恐
闕
レ
甞
二
醍
醐
之
味
一
。

伏
乞
。
自
レ
今
以
後
。
一
依
二
経
法
一
講
レ
経
。
七
日
之
間
。
将
下
択
二
解
法
僧

二
七
人
沙
弥
二
七
人
一
。
別
荘
―二
厳
一
室
一
。
陳
―二
列
諸
尊
像
一
。
奠
―二
布
供

具
一
。
持
―中
誦
真
言
上
。
然
則
顕
密
二
趣
。
契
二
如
来
之
本
意
一
。
随
二
現
当
福

衆
一
。
獲
二
諸
尊
之
悲
願
一
。
承
和
元
年
十
二
月
乙
未
勅
。
依
レ
請
修
レ
之
。

永
為
二
恒
例
一
。

こ
の
中
で
空
海
は
比
喩
を
以
て
顕
教
に
対
す
る
密
教
の
優
位
性
を
説
き
、
顕
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教
が
宮
中
に
お
い
て
年
中
行
事
と
し
て
行
っ
て
い
た
御
斎
会
と
は
別
に
、
宮
中

に
一
室
を
荘
厳
し
て
諸
尊
像
を
安
置
し
て
供
具
を
並
べ
、
解
法
僧
と
沙
弥
を
そ

れ
ぞ
れ
十
四
名
ず
つ
選
ん
で
真
言
を
持
誦
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
上
奏
よ
り
十
日
後
の
承
和
元
年
十
二
月
二
十
九
日
、
次
の
よ
う
な
太

政
官
符
が
下
さ
れ
た
。

太
政
官
符

応
三
毎
レ
年
令
二
修
法
一
事

右
被
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
皇
太
子
傅
藤
原
朝
臣
三
守
宣
一
�
。
奉
レ
勅
。

冝
下
依
二
大
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
空
海
表
一
。
毎
年
宮
中
金
光
明
会
講
経
一

七
日
間
。
択
二
真
言
宗
解
法
僧
二
七
人
。
沙
弥
二
七
人
一
。
荘
―二
厳
一
室
一
。

別
令
二
修
法
一
同
護
―二
持
国
家
一
。
共
成
―中
就
五
穀
上
。

承
和
元
年
十
二
月
廿
九
日

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
毎
年
宮
中
に
お
い
て
金
光
明
経
の
講
説
（
御
斎
会
）
と
同
じ

期
間
に
真
言
宗
の
修
法
を
行
う
こ
と
が
認
可
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
は
正
月
八
日

か
ら
十
四
日
ま
で
の
七
日
間
で
あ
り
、
前
七
日
（
正
月
一
日
〜
七
日
）
に
対
し
て

後
七
日
と
呼
ば
れ
る
た
め
、
こ
の
修
法
は
後
七
日
御
修
法
と
称
さ
れ
る
。
右
に

お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
七
日
御
修
法
の
目
的
が
国
家
の
護
持
と
五
穀

の
成
就
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
空
海
は
、
五
穀
が
稔
り
人
々
が
満
ち
足

り
て
い
る
こ
と
が
国
家
護
持
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
穀
の

成
就
に
不
可
欠
な
の
は
、
順
調
な
天
候
と
適
量
の
降
雨
で
あ
る
。
十
世
紀
の
頃

よ
り
、
後
七
日
御
修
法
に
お
い
て
祈
雨
法
の
聖
地
で
あ
る
室
生
の
龍
穴
を
観
想

す
る
作
法
が
加
わ
る
が
（
5
）、
こ
れ
は
後
七
日
御
修
法
が
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
と

い
う
性
格
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
宮
中
に
お
け
る
後
七
日
御
修
法
の
道
場
は
母
屋
と
庇
の
二
重
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
母
屋
は
東
壁
に
西
面
し
て
胎
蔵
界
曼
荼
羅
を
、
西
壁
に
東
面
し

て
金
剛
界
曼
荼
羅
を
懸
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
大
壇
を
置
き
、
密
教
法
具
を
配

置
す
る
。
隔
年
で
胎
蔵
界
法
の
年
と
金
剛
界
法
の
年
が
交
替
し
、
そ
の
年
の
修

法
が
行
わ
れ
る
大
壇
に
仏
舎
利
八
十
粒
を
納
め
た
金
銅
小
塔
が
安
置
さ
れ
、
阿

闍
梨
は
そ
の
壇
を
前
に
し
て
修
法
を
執
り
行
う
。
な
お
、
大
壇
上
に
お
い
て
宝

塔
を
囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
法
具
類
は
、
空
海
請
来
の
品
々
が
用
い
ら
れ
た

と
推
定
さ
れ
る
（
実
際
今
日
も
後
七
日
御
修
法
に
お
い
て
空
海
請
来
の
金
銅
五
鈷

杵
・
金
銅
五
鈷
鈴
・
金
銅
金
剛
盤
が
使
用
さ
れ
て
い
る
）。
先
述
の
よ
う
に
、
空
海
請

来
の
主
要
な
法
具
に
は
舎
利
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
母
屋
の
北
壁
代
に

は
五
大
尊
像
を
懸
け
、
そ
の
西
側
に
孔
雀
明
王
像
を
懸
け
る
。
東
庇
に
は
十
二

天
像
が
懸
け
ら
れ
、
庇
の
西
北
隅
に
増
益
護
摩
壇
、
西
側
に
息
災
護
摩
壇
、
北

側
東
寄
り
に
聖
天
壇
が
置
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
七
日
御
修
法
で
は
数
多
く
の
尊
像
が
ま
つ
ら
れ
る
が
、
修
法

の
本
尊
を
仏
舎
利
八
十
粒
と
す
る
説
が
、
遅
く
と
も
観
賢
（
八
五
三
〜
九
二
五
）

の
時
代
に
は
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
6
）。
す
な
わ
ち
、
後
七
日
御
修
法
に
お
い
て
舎
利

は
両
界
曼
荼
羅
や
五
大
尊
、
孔
雀
明
王
、
十
二
天
な
ど
の
密
教
諸
尊
の
中
に
あ

っ
て
主
尊
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
舎
利
が
釈
迦
如
来
と
い
う
応
身
仏
の
遺

骨
と
し
て
よ
り
も
、
密
教
体
系
の
中
核
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。以

上
見
た
よ
う
に
、
後
七
日
御
修
法
は
様
々
な
点
で
奈
良
時
代
ま
で
と
は
異

な
る
舎
利
観
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
五
点
に
な
る
。

①
舎
利
は
塔
で
は
な
く
建
物
内
に
安
置
さ
れ
た
。

②
舎
利
は
年
に
一
度
宮
中
に
運
ば
れ
、
後
七
日
御
修
法
に
用
い
ら
れ
た
。

③
後
七
日
御
修
法
の
目
的
は
国
家
護
持
と
五
穀
成
就
に
あ
っ
た
。

④
後
七
日
御
修
法
に
お
い
て
導
師
が
作
法
を
行
う
大
壇
の
上
に
は
、
仏
舎
利

八
十
粒
及
び
舎
利
を
籠
め
た
密
教
法
具
が
配
置
さ
れ
た
。

4
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⑤
舎
利
は
釈
迦
の
遺
骨
と
い
う
本
来
の
意
味
を
離
れ
、
密
教
体
系
の
中
に
位

置
付
け
ら
れ
た
。

平
安
時
代
以
降
、
真
言
宗
を
中
心
に
種
々
の
舎
利
法
や
宝
珠
法
が
開
発
さ
れ

た
。
祈
願
の
内
容
や
ま
つ
ら
れ
る
尊
像
な
ど
の
作
法
は
異
な
る
が
、
右
に
見
る

舎
利
観
が
こ
の
よ
う
な
法
要
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
例
を
し
ば
し
ば
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
後
七
日
御
修
法
は
わ
が
国
の
舎
利
信
仰
が
大

き
く
変
わ
る
分
岐
点
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
空
海
は
右
に
見
る
よ
う
な
舎
利
観
を
ど
の
よ
う
に
し
て
習
得
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
仏
舎
利
八
十
粒
が
師
の
恵
果
か
ら
相
承
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
舎
利
法
の
儀
軌
や
作
法
も
恵
果
か
ら
伝
授
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
の
際
、
恵
果
の
時
代
の
唐
に
お
い
て
、
後
七
日
御
修
法
の
よ
う
に
舎

利
を
宮
中
に
運
び
供
養
す
る
法
会
と
し
て
、
法
門
寺
塔
の
舎
利
を
長
安
に
運
び

宮
中
の
内
道
場
で
供
養
す
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し

か
も
、
恵
果
は
禁
裏
の
内
道
場
に
お
い
て
国
家
の
た
め
に
祈
祷
を
行
う
供
奉
僧

の
一
人
で
あ
り
、
実
際
長
安
に
お
い
て
法
門
寺
舎
利
を
迎
え
る
役
目
を
担
う
な

ど
、
法
門
寺
舎
利
と
接
点
が
あ
っ
た
。

二
、
不
空
、
恵
果
に
よ
る
法
門
寺
舎
利
供
養

（
1
）
法
門
寺
舎
利
の
供
養
と
国
家
護
持

法
門
寺
は
唐
の
都
で
あ
っ
た
長
安
の
西
郊
、
陝
西
省
扶
風
県
に
あ
る
古
刹
で
、

イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
仏
舎
利
を
納
め
る
た
め
、
こ
の
地
に
塔
を
建
て
た

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
安
置
さ
れ
て
い
る
舎
利
は
仏
の
指
骨
と
さ
れ
、
中
国
に

お
い
て
最
も
篤
く
信
仰
さ
れ
た
舎
利
の
一
つ
で
あ
る
。
元
魏
二
年
（
四
〜
五
世

紀
）
に
は
法
門
寺
塔
の
地
宮
を
開
い
て
供
養
さ
れ
て
い
る
が
、
恒
例
と
な
る
の

は
唐
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

唐
に
入
っ
て
最
初
の
法
門
寺
塔
の
舎
利
の
開
示
は
、
貞
観
五
年
（
六
三
一
）
で

あ
る
。『
法
苑
珠
林
』
巻
第
三
十
八
敬
塔
篇
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
勅
許
に
よ
っ
て

法
門
寺
塔
を
開
き
、
人
々
に
舎
利
の
拝
見
を
許
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の

時
は
都
へ
運
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
記
録
は
見
え
な
い
。
こ
の
時
の
舎
利
の
開
示

は
、
盲
人
が
た
ち
ま
ち
完
治
す
る
と
い
っ
た
奇
跡
を
起
こ
し
、
日
に
数
万
の
人

が
舎
利
を
見
に
訪
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
書
は
こ
の
時
の
あ
る
古
老
が
法
門

寺
塔
は
三
十
年
に
一
度
開
か
れ
る
と
語
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
7
）。
そ
の
後

記
録
で
は
唐
代
に
お
い
て
六
回
法
門
寺
塔
が
開
か
れ
、
舎
利
が
都
に
運
ば
れ
て

い
る
。
法
門
寺
の
舎
利
を
都
に
奉
迎
し
た
時
の
様
子
は
、
次
に
引
用
す
る
『
旧

唐
書
』
韓
愈
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
鳳
翔
法
門
寺
有
二
護
国
真
身
塔
一
。
塔
内
有
二
釈
迦
文
指
骨
一
節
一
。

其
書
本
伝
法
。
三
十
年
一
開
。
開
則
歳
豊
人
泰
。
十
四
年
正
月
。
上
令
下
中

使
杜
英
奇
押
宮
人
三
十
人
。
持
二
香
花
一
。
赴
二
臨
皐
駅
一
迎
二
仏
骨
一
。
自
二

光
順
門
一
入
中
大
内
上
。
留
二
禁
中
一
三
日
。
乃
送
二
諸
寺
一
。
王
公
士
庶
。
奔

走
捨
施
。
唯
恐
在
レ
後
。
百
姓
有
二
廃
業
破
産
一
。
焼
レ
頂
灼
レ
臂
而
求
二
供

養
一
者
。（
後
略
）

こ
れ
は
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
に
法
門
寺
舎
利
が
都
に
迎
え
ら
れ
た
際
、

人
々
が
競
っ
て
布
施
を
行
っ
た
た
め
廃
業
や
破
産
が
起
こ
り
、
ま
た
体
の
一
部

を
燈
明
代
わ
り
に
焼
い
て
供
養
す
る
者
が
現
わ
れ
た
た
め
、
韓
愈
が
憲
宗
に
対

し
て
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎
を
取
り
止
め
る
よ
う
に
進
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
右

で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
法
門
寺
塔
が
「
護
国
真
身
塔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
法
門
寺
舎
利
に
対
す
る
信
仰
が
護
国
と

結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
身
と
は
法
・
報
・
応
の
三

身
の
う
ち
法
・
報
の
二
身
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
真
理
の
は
た
ら
き
を
表
す
仏
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と
さ
れ
る
。
唐
代
に
お
い
て
、
応
身
仏
で
あ
る
釈
迦
の
遺
骨
を
法
身
に
近
づ
け

る
教
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
唐
代
に
お
い
て
、「
真
身
舎
利
」
は
法

門
寺
舎
利
を
指
す
固
有
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。

韓
愈
伝
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
門
寺
舎
利
を
迎
え
た
年
は
豊
か
に
な
り
、

人
々
が
安
泰
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
法
門
寺
舎
利
の
供
養

は
、
舎
利
を
宮
中
に
運
ん
で
供
養
す
る
点
だ
け
で
な
く
、
祈
願
の
内
容
も
護
国

と
人
々
の
豊
か
さ
と
安
泰
に
あ
っ
た
点
が
、
後
七
日
御
修
法
と
共
通
す
る
と
言

っ
て
良
い
。
ま
た
、
一
九
八
七
年
に
行
わ
れ
た
法
門
寺
塔
の
地
宮
の
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
懿
宗
の
治
世
の
咸
通
十
四
年
（
八
七
三
）
か
ら
翌
十
五
年
に
か
け
て

奉
迎
さ
れ
た
際
の
供
養
具
や
荘
厳
具
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
金
剛
界

成
身
会
曼
荼
羅
を
表
し
た
舎
利
容
器
や
、
台
座
に
金
剛
界
諸
尊
や
八
大
明
王
な

ど
を
表
し
た
捧
真
身
菩
薩
像
な
ど
、
密
教
の
教
義
に
基
づ
く
荘
厳
具
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
空
海
の
時
代
よ
り
七
十
年
ほ
ど
遅
れ
る
の
で
参
考
に
留
め
ざ
る

を
得
な
い
が
、
舎
利
と
密
教
尊
と
の
習
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
法
門
寺
舎
利
の
供
養
は
、
後
七
日
御
修
法
と
き
わ
め
て
近

似
し
た
性
格
を
有
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
想
定
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
空
海
の
師
恵
果
が
貞
元
五
年
か
ら
六
年
（
七
八
九
〜
七

九
〇
）
に
か
け
、
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎
、
供
養
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
恵
果
の
師
不
空
も
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎
、
供
養
に
関
わ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。

（
2
）
恵
果
に
よ
る
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎

『
大
唐
青
龍
寺
三
朝
供
奉
大
徳
行
状
』（
大
正
蔵
五
〇
―
二
九
五
下
）
に
よ
れ
ば
、

貞
元
五
年
（
七
八
九
）
恵
果
は
真
身
を
迎
え
る
役
を
担
っ
た
。

（
前
略
）
奉
レ

勅
於
二
右
衛
龍
一
迎
二
真
身
一
入
内
。
貞
元
六
年
四
月
□
日
。

奉
レ

勅
令
二
僧
恵
果
一
入
内
。
於
二
長
生
殿
一
。
為
レ
国
持
念
。
在
レ
内
七
十

余
日
。
放
帰
。
毎
レ
人
賜
二
絹
三
十
匹
。
茶
二
十
串
一
。（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恵
果
は
長
安
の
右
衛
龍
に
お
い
て
「
真
身
」
を
迎
え
、
禁

裏
に
導
い
た
と
い
う
。
真
身
が
法
門
寺
舎
利
を
指
す
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
の

折
の
真
身
舎
利
奉
迎
の
様
子
が
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
二
「
帝
王
部
崇
釈
氏
二
」

に
見
え
る
。

六
年
二
月
乙
亥
詔
葬
二
仏
骨
於
岐
陽
一
。
初
岐
陽
有
二
仏
指
骨
寸
余
一
。
葬
二

於
無
憂
王
寺
一
或
奏
請
出
レ
之
以
示
レ
衆
。
帝
乃
出
レ
之
置
二
於
禁
中
精
舎
一
。

又
送
二
於
京
師
仏
寺
一
。
傾
レ
都
瞻
拝
施
二
財
物
一
類
鉅
万
。
是
日
命
二
中
官
一

送
二
岐
陽
左
神
作
行
営
節
度
使
鳳
翔
尹
刑
部
牙
迎
護
葬
二
於
旧
所
一
。

徳
宗
は
舎
利
を
禁
中
の
精
舎
（
内
道
場
）
に
置
き
、
さ
ら
に
都
の
寺
院
に
移
し

て
安
置
し
た
と
い
い
、
参
詣
の
人
々
は
都
を
傾
け
る
ほ
ど
で
、
布
施
の
品
物
は

鉅
万
に
及
ん
だ
と
い
う
。
同
書
は
貞
元
六
年
（
七
九
〇
）
二
月
に
詔
に
よ
っ
て
舎

利
を
岐
陽
の
無
憂
王
寺
（
法
門
寺
の
こ
と
）
に
埋
め
戻
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

さ
て
、
右
に
引
用
し
た
『
大
唐
青
龍
寺
三
朝
供
奉
大
徳
行
状
』
に
よ
れ
ば
、

貞
元
六
年
四
月
、
勅
を
受
け
た
恵
果
が
禁
裏
の
内
道
場
に
お
い
て
七
十
日
間
に

わ
た
り
国
家
の
た
め
に
持
念
し
た
こ
と
が
見
え
る
。『
冊
府
元
亀
』
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
法
門
寺
舎
利
は
既
に
内
道
場
を
離
れ
寺
に
戻
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
恵

果
が
行
っ
た
持
念
が
国
家
の
た
め
で
あ
り
、
場
所
が
内
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
記
録
は
恵
果
に
よ
る
法
門
寺
舎
利
の
供
養
を
伝
え
て
い
る

可
能
性
も
あ
ろ
う
。
恵
果
が
長
安
の
右
衛
龍
に
お
い
て
法
門
寺
舎
利
を
出
迎
え

る
大
役
を
負
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
恵
果
が
内
道
場
に
お
い
て
舎
利
の
供

養
に
従
事
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。

6
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（
3
）
不
空
の
法
門
寺
舎
利
の
供
養

上
元
元
年
（
七
六
〇
）
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
恵
果
が
法
門

寺
舎
利
を
奉
迎
し
た
貞
元
五
年
か
ら
六
年
（
七
八
九
〜
七
九
〇
）
の
三
十
年
前
に

当
た
る
。
こ
の
時
期
、
恵
果
の
師
で
あ
る
不
空
は
粛
宗
の
た
め
に
禁
裏
の
内
道

場
に
お
い
て
修
法
を
行
っ
て
お
り
、
不
空
も
法
門
寺
舎
利
の
供
養
に
関
与
し
た

可
能
性
が
あ
る
。

『
大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
弁
正
広
智
不
空
三
蔵
行
状
』
に
よ
れ
ば
、
至
徳
年

中
（
七
五
六
〜
七
五
八
）
粛
宗
は
安
史
の
乱
の
た
め
に
長
安
を
離
れ
、
霊
武
や
鳳

翔
に
あ
っ
た
が
、
不
空
は
密
か
に
使
い
を
皇
帝
に
送
り
、
安
否
を
尋
ね
る
と
と

も
に
都
を
取
り
戻
す
策
を
講
じ
て
い
た
。
粛
宗
も
不
空
に
密
使
を
送
り
、
秘
密

法
を
行
う
よ
う
請
じ
、
さ
ら
に
粛
宗
は
不
空
に
命
じ
て
禁
裏
に
内
道
場
を
建
立

さ
せ
て
護
摩
法
を
行
わ
せ
、
ま
た
長
安
に
戻
り
乾
元
年
中
（
七
五
八
〜
七
六
〇
）

に
は
不
空
よ
り
転
輪
王
七
宝
灌
頂
を
受
け
た
（
8
）。『
仏
祖
統
記
』
巻
第
四
〇
は
、
年

紀
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
粛
宗
が
詔
し
て
法
門
寺
舎
利
を
迎
え
、
禁
裏
に

内
道
場
を
建
て
、
沙
門
に
朝
夕
礼
拝
さ
せ
た
こ
と
が
見
え
る
（
9
）。
こ
の
内
道
場
が

不
空
の
造
立
し
た
内
道
場
と
同
じ
も
の
を
指
す
か
判
断
材
料
が
乏
し
い
が
、
供

奉
僧
と
し
て
内
道
場
に
お
い
て
粛
宗
の
た
め
に
修
法
を
行
っ
て
い
た
不
空
が
、

法
門
寺
舎
利
の
供
養
を
行
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『
大
唐
聖
朝
無
憂
王
寺
大
聖
真
身
宝
塔
碑
銘
』
に
よ
れ
ば
、
粛
宗
の
時
代
に
お

け
る
舎
利
の
奉
迎
は
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
の
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
で
あ

っ
た
（
10
）。
上
元
元
年
は
粛
宗
が
不
空
を
師
と
し
て
灌
頂
を
受
け
た
直
後
で
あ
り
、

不
空
に
対
す
る
粛
宗
の
信
任
が
最
も
厚
い
時
期
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
よ
り
、
不
空
が
法
門
寺
舎
利
の
供
養
に
携
わ
っ
た
可
能
性
は
高
く
、
そ

の
作
法
や
教
義
は
弟
子
の
恵
果
へ
と
継
承
さ
れ
、
恵
果
は
貞
元
時
に
自
身
が
法

門
寺
舎
利
の
供
養
を
行
っ
た
際
に
実
践
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
教
義
は

さ
ら
に
空
海
へ
と
引
き
継
が
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
法
門
寺
舎
利
供
養
と
後
七
日
御
修
法
と
は
、
前
者
が
約
三
十
年
に

一
度
で
あ
る
の
に
対
し
後
者
は
毎
年
行
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
法
門
寺
舎
利
は
塔

の
地
宮
に
安
置
さ
れ
る
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
以
来
の
古
制
に
則
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
後
七
日
御
修
法
に
用
い
ら
れ
る
舎
利
は
建
物
の
中
に
収
蔵
さ
れ
た
点
が

異
な
る
。
後
七
日
御
修
法
に
は
法
門
寺
舎
利
供
養
以
外
の
要
素
が
存
在
す
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
七
日
御
修
法
の
よ
う
に
舎
利
を
宮
中
に
移
し
て
供

養
を
行
い
、
さ
ら
に
右
の
二
つ
の
要
素
を
備
え
た
舎
利
供
養
を
探
す
と
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
仏
歯
供
養
と
後
七

日
御
修
法
と
は
、
不
空
が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
旅
を
し
て
仏
歯
を
実
見
し
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
不
空
の
師
で
あ
る
金
剛
智
も
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
り
仏
歯
を
拝
見
し
、

仏
歯
供
養
に
も
立
ち
会
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
な
ど
接
点
を
有
し
て
い
る
。

次
章
で
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
を
取
り
上
げ
、
後
七
日
御
修
法
と
の
類

似
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養

（
1
）
仏
歯
供
養
と
祈
雨

ス
リ
ラ
ン
カ
に
仏
歯
が
請
来
さ
れ
た
の
は
四
世
紀
の
こ
と
で
、
仏
歯
は
ア
ヌ

ラ
ー
ダ
プ
ラ
、
ポ
ロ
ン
ナ
ル
ワ
、
ダ
ン
バ
デ
ニ
ヤ
と
都
が
変
わ
る
た
び
に
常
に

都
に
移
し
置
か
れ
、
王
権
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
て
き
た
。
現
在
は
キ
ャ
ン

デ
ィ
の
仏
歯
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

・

・

仏
歯
の
供
養
に
関
す
る
最
古
の
記
録
は
次
のC

Ū
L

A
V

A
M

SA
37�

92~
98

で
あ
る
。
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In
the

ninth
year

of
this

(K
ing)

a
B

rahm
an

w
om

an
brought

・

hither
(to

A
nurād

hapura)
from

the
K

alinga
country

the
T

ooth

R
elic

of
the

great
Sage

(B
ud

d
ha).In

the
m

anner
set

forth
in

the

C
hronicle

ofthe
T

ooth
R

elic
the

R
uler

received
itw

ith
reverence,

paid
itthe

highesthonours,laid
itin

an
urn

ofpure
crystal,and

brought
it

to
the

build
ing

called
D

ham
m

acakka
built

by
D

evā-

・

nam
piyatissa

on
the

royal
territory.

H
enceforth

this
build

ing

w
as

the
T

em
ple

of
the

T
ooth

R
elic.T

he
K

ing
his

heart
sw

elling

・

w
ith

joy,
spent

900000
(kahāpanas)

and
arranged

therew
ith

a

great
festival

for
the

T
ooth

R
elic.H

e
d

ecreed
that

it
should

be

broughtevery
yearto

the
A

bbayuttaravihāra,and
thatsam

e
sac-

rificial
cerem

onial
should

be
observed

.

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
シ
リ
メ
ー
ガ
ヴ
ァ
ン
ナ
王
の
三
三
一
年
、
仏
歯
が
カ
リ
ン

ガ
国
よ
り
バ
ラ
モ
ン
の
女
性
に
よ
っ
て
ス
リ
ラ
ン
カ
に
請
来
さ
れ
た
。
王
は
敬

意
と
最
高
の
名
誉
を
払
い
、
水
晶
の
壺
に
舎
利
を
納
め
、
王
領
の
中
に
デ
ー
ヴ

ァ
ナ
ン
ピ
ヤ
テ
ィ
ッ
サ
王
が
建
立
し
た
ダ
ン
マ
チ
ャ
ッ
カ
と
呼
ば
れ
る
建
物
に

運
ん
だ
。
こ
れ
が
仏
歯
精
舎
で
あ
る
【
図
1
】。
王
は
心
が
喜
び
に
溢
れ
、
九
十

万
カ
ハ
ー
パ
ナ
ス
も
の
大
金
を
使
い
仏
歯
の
大
祭
を
行
っ
た
。
王
は
毎
年
仏
歯

を
ア
バ
ユ
ッ
タ
ラ
ビ
ハ
ー
ラ
（
今
日
の
ア
バ
ヤ
ギ
リ
【
図
2
】、
漢
名
は
無
畏
山
精

舎
）
に
移
し
、
献
身
的
な
祭
典
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
と
い
う
。

シ
リ
メ
ー
ガ
ヴ
ァ
ン
ナ
王
の
時
代
に
、
仏
歯
精
舎
か
ら
毎
年
仏
歯
を
ア
バ
ユ

ッ
タ
ラ
ビ
ハ
ー
ラ
に
移
し
法
要
を
行
う
こ
と
が
始
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
様
子
を

実
見
し
た
中
国
の
法
顕
（
三
三
七
〜
四
二
二
）
は
『
高
僧
法
顕
伝
』（
大
正
蔵
五
一

―
八
六
四
下
〜
八
六
五
上
）
に
お
い
て
仏
歯
供
養
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

（
前
略
）
王
於
二
城
北
跡
上
一
起
二
大
塔
一
。
高
四
十
丈
。
金
銀
荘
挍
衆
宝
合

成
。
塔
辺
復
起
二
一
僧
伽
藍
一
。
名
二
無
畏
一
。
山
有
二
五
千
僧
一
。（
中
略
）
城

中
又
起
二
仏
歯
精
舎
一
。
皆
七
宝
作
。
王
浄
―二
修
梵
行
一
。
城
内
人
敬
信
之
情

亦
篤
。
其
国
立
治
已
来
無
レ
有
二
饑
喪
荒
乱
一
。（
中
略
）
仏
歯
常
以
二
三
月

中
一
出
レ
之
。
未
レ
出
前
十
日
。
王
荘
―二
挍
大
象
一
。
使
下
一
弁
説
人
著
二
王
衣

服
一
騎
二
象
上
一
撃
レ
鼓
唱
言
上
。
菩
薩
従
二
三
阿
僧
祇
劫
一
作
行
不
レ
惜
二
身

命
一
。
以
二
国
城
妻
子
及
桃
眼
一
与
レ
人
割
レ
肉
貿
レ
鴿
截
レ
頭
布
施
投
身
餓
虎

不
レ
悋
二
髄
脳
一
。
如
レ
是
種
種
苦
行
為
二
衆
生
一
故
成
仏
。
在
世
四
十
五
年

説
法
教
化
。
令
二
不
安
者
安
。
不
度
者
度
一
。
衆
生
縁
尽
乃
般
泥
�
。
泥
�

已
来
一
千
四
百
九
十
七
歳
。
世
間
眼
滅
衆
生
長
悲
。
却
後
十
日
仏
歯
当
三

出
至
二
無
畏
山
精
舎
一
。
国
内
道
俗
欲
レ
殖
レ
福
者
。
各
各
平
―二
治
道
路
一
厳
―二

飾
巷
陌
一
。
弁
二
衆
華
香
供
養
之
具
一
。
如
レ
是
唱
已
王
便
夾
レ
道
両
辺
作
二

菩
薩
五
百
身
已
来
種
種
変
現
一
。
或
作
二
須
大
拏
一
。
或
作
二
�
変
一
。
或
作
二

図1 仏歯精舎跡（アヌラーダプラ）（筆者撮影）

図2 アバヤギリ大塔（アヌラーダプラ）（筆者撮影）
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象
王
一
。
或
作
二
鹿
馬
一
。
如
レ
是
形
像
皆
彩
画
荘
挍
。
状
如
二
生
人
一
。
然
後

仏
歯
乃
出
中
道
而
行
。
随
レ
路
供
養
到
二
無
畏
精
舎
一
仏
堂
上
道
俗
雲
集
焼

香
然
燈
。
種
種
法
事
昼
夜
不
レ
息
。
満
二
九
十
日
一
乃
還
二
城
内
精
舎
一
。（
後

略
）

引
用
箇
所
の
前
半
部
に
よ
れ
ば
、
王
は
城
の
北
に
大
塔
と
僧
の
た
め
の
寺
院

を
作
り
「
無
畏
」
と
名
付
け
た
。
ま
た
、
城
中
に
七
宝
で
飾
ら
れ
た
仏
歯
精
舎

を
作
り
、
王
は
こ
こ
で
梵
行
を
浄
修
し
、
城
内
の
人
々
は
仏
歯
を
篤
く
崇
敬
し

た
。
仏
歯
の
功
徳
に
よ
り
こ
の
国
は
建
国
以
来
飢
饉
・
喪
（
死
）・
荒
れ
（
不

作
）・
世
の
乱
れ
が
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
後
半
部
分
で
は
仏
歯
供
養
の
様
子

が
詳
述
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
歯
は
毎
年
三
月
に
仏
歯
精
舎
か
ら
運
び
出
さ

れ
る
が
、
そ
の
十
日
前
に
王
の
服
を
着
た
一
人
の
弁
士
を
美
し
く
飾
っ
た
大
象

に
乗
せ
、
鼓
を
打
っ
て
菩
薩
を
称
え
る
言
葉
を
唱
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
仏
歯

は
無
畏
山
精
舎
へ
と
運
ば
れ
る
が
、
福
を
殖
や
し
た
い
人
々
は
道
を
平
ら
に
整

え
、
あ
る
い
は
飾
り
、
花
や
香
な
ど
の
供
具
を
供
え
る
。
王
は
道
の
両
側
に
菩

薩
が
種
々
に
変
化
し
た
姿
、
あ
る
い
は
動
物
の
形
な
ど
を
作
り
、
仏
歯
が
無
畏

山
精
舎
に
至
る
と
人
々
は
雲
集
し
て
焼
香
・
燃
燈
供
養
し
、
種
々
の
仏
事
は
昼

夜
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
。
九
十
日
を
迎
え
る
と
仏
歯
は
仏
歯
精
舎
へ
と
戻

る
と
い
う
【
図
3
】。

こ
れ
よ
り
仏
歯
供
養
は
王
が
主
宰
者
と
な
っ
て
行
う
行
事
で
あ
り
、
仏
歯
の

存
在
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
平
安
と
豊
作
、
人
々
に
長
寿
や
福
を
も
た
ら
す
と
信
仰

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
法
門
寺
舎
利
と
仏
舎
利
八
十
粒
に
期
待

さ
れ
た
効
験
と
通
じ
、
し
か
も
国
王
が
舎
利
を
奉
迎
し
供
養
す
る
点
も
共
通
す

る
。
雨
季
と
乾
季
が
あ
り
、
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
や
ポ
ロ
ン
ナ
ル
ワ
な
ど
の
古
都

が
あ
る
島
の
北
部
は
年
間
を
通
じ
て
雨
量
が
少
な
い
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
王
た

ち
は
し
ば
し
ば
巨
大
な
溜
池
を
築
造
す
る
な
ど
水
の
確
保
に
努
め
た
。
仏
歯
を

供
養
し
雨
を
祈
る
こ
と
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
の
重
要
な
務
め
で
あ
っ
た
。
実

際
、
仏
歯
供
養
の
最
中
に
降
雨
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
記
録
をC

Ū
-

・

・

L
A

V
A

M
SA

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
同
書74�

224~
233

に
は
、

T
he

M
onarch

him
self

arrayed
w

ith
allhis

ornam
ents,m

ounted

his
favourite,beautifulelephantw

hich
w

as
hung

w
ith

coverings

ofgold
,and

surround
by

m
any

d
ignitaries,w

ho
rod

e
theirsteed

s,

he
w

ent
forth

w
ith

great
pom

p
from

the
splend

id
tow

n,betook

him
selfto

the
sacred

T
ooth

R
elic

and
to

the
glorious

B
ow

lR
elic,

reverenced
them

in
w

orthy
fashion

w
ith

hand
s

fold
ed

on
the

brow
,and

w
hile

offering
to

them
w

ith
his

ow
n

hand
s

sw
eet−

sm
elling

flow
ers

he
w

ent
on

his
w

ay
w

ith
both

relics.

N
ow

at
an

unusual
tim

e
a

great
cloud

gathered
spread

ing

herself
forth.W

ith
her

hollow
rum

bling
she

increased
the

roll

of
the

d
rum

s
and

w
ith

the
bright

bouquet
of

the
rainbow

she

図3 象の背にのり市中を進む仏歯（キャンディ・ペ
ラヘラ祭） 仏歯供養の伝統は今日もスリランカの
各地で行なわれているペラヘラ祭に継承されている。
（筆者撮影）
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ad
orned

the
space

of
the

heavens.She
m

ad
e

lustrous
lightning

quiver
on

all
sid

es,an
instructress

for
the

d
ance

begun
by

the

peacocks.T
ogether

w
ith

the
d

ust
raised

by
the

hoof-beat
of

the

horses
she

m
ad

e
the

w
reath

of
the

sun’s
rays

d
isappear

and

veiled
the

w
hole

firm
am

ent
in

thick
d

arkness.W
hen

the
d

igni-

taries
saw

all
this

they
thought

again
and

again:she
w

illpour

forth
violent

rain
to

d
isturb

the
high

festival,
and

their
hearts

filled
w

ith
sore

trouble,they
betook

them
selves

to
the

all−
w

ise

R
uler

and
consid

ered
w

hat
w

as
to

be
d

one.

と
見
え
る
。
こ
れ
は
パ
ラ
ッ
カ
マ
バ
ー
フ
ェ
王
（
在
位
一
一
五
三
〜
一
一
八
六
）

の
時
代
に
お
け
る
仏
歯
供
養
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

王
は
あ
ら
ん
限
り
の
装
身
具
を
身
に
着
け
、
黄
金
で
飾
っ
た
お
気
に
入
り
の
象

に
乗
り
、
多
く
の
僧
た
ち
も
馬
に
乗
っ
て
王
と
と
も
に
行
進
し
、
仏
歯
精
舎
と

仏
鉢
精
舎
へ
と
向
か
っ
た
。
王
は
両
手
を
額
の
上
に
組
み
見
事
な
作
法
で
礼
拝

し
、
自
ら
二
つ
の
舎
利
に
良
い
香
り
の
花
を
献
じ
た
。
そ
の
時
、
厚
い
雲
が
集

ま
り
雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
虹
が
空
に
か
か
っ
た
。
高
僧
た
ち
は
雨
が
降
り
祭
典

が
混
乱
す
る
こ
と
を
案
じ
た
と
い
う
。

ま
た
、
同
書87�

1~
13

に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

N
ow

once
upon

a
tim

e
w

hen
through

the
influence

of
evil

・

planets
a

great
heat

arose
in

L
ankā

by
w

hich
everything

w
as

burnt
up,w

hen
the

corn
w

ithered
and

a
fam

ine
w

as
inevitable

・

and
the

w
hole

ofthe
people

d
w

elling
in

L
ankā

w
ere

filled
w

ith

the
greatestanxiety,the

K
ing

gave
ord

ers
for

a
splend

id
festival

to
be

held
for

the
three

(sacred
)

objects,for
the

cetiyas
and

the

boghi
trees

and
for

the
protectors

M
etteya

and
other

m
iracle-

w
orking

highest
d

eities,w
ho

w
ere

to
be

venerated
by

various

・

offerings,and
even

to
turn

the
w

hole
of

L
ankā

into
one

great

festival.A
fter

anteced
ent

sacrificialcerem
onies,he

gathered
to-

gether
the

G
reat

com
m

unity
of

the
bhikkus,caused

them
recite

the
Paritta

and
bear

the
T

ooth
R

elic
ofthe

G
reatsage

round
the

tow
n

in
fitting

m
anner,

the
right

sid
e

turned
tow

ard
s

it,
and

m
ad

e
(in

firm
faith)

the
resolve:the

heavens
shallrain.T

here-

upon
greatcloud

s
gathered

on
every

sid
e,flashing

w
ith

lighting

and
again

and
again

thund
ering,so

thatitw
as

bliss
for

the
ears

of
all

people,
and

they
began

to
rain,

d
estroying

the
glow

ing

heat,m
aking

joyfulthe
people,d

riving
aw

ay
the

fam
ine,beau-

tifying
the

country
and

reviving
the

corn.

“B
y

the
pow

er
ofthe

B
ud

d
ha

d
o

these
rain-cloud

s
pour

forth

such
rain,m

aking
joyfulour

hearts.W
ho

therefore
am

ong
god

s,

brahm
as

and
m

en
is

capable
of

und
erstand

ing
how

great
are

these
excellent

qualities
of

the
B

ud
d

ha?
B

ut
our

K
ing

also
is

m
ighty

and
strong

in
m

iraculous
pow

er,a
king

like
to

him
there

has
not

been
and

there
w

illnot
be.”

W
ith

such
w

ord
s

ever
and

・

again
repeated

,the
d

w
ellers

in
L

ankā
praised

the
excellence

of

the
M

onarch
of

sages
and

also
the

excellence
of

their
K

ing.

こ
れ
は
パ
ラ
ッ
カ
マ
バ
ー
フ
ェ
二
世
（
在
位
一
二
三
六
〜
一
二
七
〇
）
の
時
代

の
話
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
が
運
星
に
よ
り
暑
く
な
り
全
て
が
焼
け
穀
物
が
萎

れ
、
飢
饉
が
避
け
ら
れ
ず
人
々
が
不
安
に
か
ら
れ
る
と
、
王
は
三
聖
遺
物
を
祀

る
祭
典
を
行
う
よ
う
に
命
じ
、
神
々
に
奉
納
品
を
納
め
た
。
さ
ら
に
王
は
仏
歯

を
引
き
出
し
て
街
を
巡
り
、
仏
歯
の
周
囲
を
右
遶
し
た
。
た
だ
ち
に
あ
ら
ゆ
る

10
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方
向
よ
り
厚
い
雲
が
集
ま
り
、
稲
妻
が
何
度
も
光
り
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
人
々

は
無
上
の
喜
び
を
感
じ
た
。
雨
は
人
々
に
喜
び
を
も
た
ら
し
、
熱
を
下
げ
飢
饉

を
追
い
払
い
、
国
土
は
美
し
く
甦
り
穀
物
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
の
二
つ
の
記
録
は
、
仏
歯
を
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
降
雨
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
十
二
〜

十
三
世
紀
の
逸
話
で
あ
り
、
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時
代
（
紀
元
前
四
世
紀
〜
紀
元
後

八
世
紀
）
に
お
い
て
は
仏
歯
供
養
と
降
雨
と
は
関
係
な
い
と
考
え
る
説
も
あ
る
（
１１
）。

し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
五
世
紀
に
撰
述
さ
れ
た
『
高
僧
法
顕
伝
』
に
は
、
ス
リ

ラ
ン
カ
に
仏
歯
が
来
て
か
ら
は
こ
の
国
に
飢
饉
と
荒
廃
が
な
く
な
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
歯
が
請
来
さ
れ
る
以
前
の
話
で
あ
る
が
、
ガ
ボ
ー
デ
ィ

王
（
在
位
二
五
一
〜
二
五
三
）
は
日
照
り
の
時
に
舎
利
を
祀
る
マ
ハ
ー
ト
ゥ
ー
パ

に
行
き
、
庭
内
の
地
面
に
伏
し
て
天
が
雨
を
降
ら
し
水
が
自
分
の
身
体
を
浮
か

せ
る
ま
で
立
ち
上
が
ら
な
い
と
宣
言
し
、
天
は
そ
れ
に
応
え
て
雨
を
降
ら
せ
た

・

と
い
う
（M

A
H

Ā
V

A
M

SA
36�

73~
79

）。
記
録
に
は
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時
代
の

ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
い
て
仏
歯
供
養
の
後
に
雨
が
降
っ
た
と
伝
え
る
記
録
は
見
え

な
い
と
し
て
も
、
仏
歯
が
飢
饉
か
ら
人
々
を
救
い
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
と
い
う

信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
仏
歯
供
養
と
後
七
日
御
修
法
と
を
比
較
し
、
両
者
の
共
通
点
を
ま
と

め
る
と
、

①
年
に
一
度
寺
か
ら
宮
中
（
も
し
く
は
王
宮
近
く
の
寺
院
）
に
運
ば
れ
供
養

さ
れ
る
。

②
仏
歯
と
舎
利
が
保
管
さ
れ
る
場
所
は
塔
で
は
な
く
建
物
で
あ
る
。

③
供
養
に
よ
っ
て
国
が
平
安
と
な
り
五
穀
豊
穣
と
な
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
は
王
が
供
養
の
主
宰
者
と
な
り
、
自
ら
仏
歯
を
王

宮
の
精
舎
に
迎
え
る
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
で
は
、
後
七
日
御
修
法
に

お
け
る
天
皇
の
主
体
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
七
日
御
修
法
は
十
一
世
紀
の

頃
よ
り
玉
体
安
康
が
主
た
る
目
的
に
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
空
海
が

始
め
た
時
点
で
は
、
こ
れ
は
目
的
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
（
12
）。
こ
の
こ
と
は
天

皇
が
舎
利
を
宮
中
に
迎
え
て
供
養
し
、
国
家
と
国
民
の
平
安
の
た
め
に
祈
願
す

る
こ
と
が
、
後
七
日
御
修
法
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

点
も
仏
歯
供
養
と
共
通
す
る
。

後
七
日
御
修
法
は
、
約
三
十
年
に
一
度
行
わ
れ
た
法
門
寺
舎
利
供
養
よ
り
も

ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
に
よ
り
近
似
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

空
海
が
唐
に
お
い
て
継
承
し
た
教
学
に
仏
歯
供
養
に
関
す
る
情
報
が
直
接
入
っ

た
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
こ
の
仮
説
は
か
な
り
現
実
味
を
帯
び
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
、
金
剛
智
と
不
空
が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
り
仏
歯
を
拝
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
2
）
金
剛
智
・
不
空
の
仏
歯
拝
見

『
貞
元
新
定
釈
経
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
―
八
七
五
中
）
に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お

け
る
金
剛
智
（
六
七
一
〜
七
四
一
）
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
国
南
近
海
有
二
観
自
在
菩
薩
寺
一
。
門
側
有
二
尼
枸
陀
樹
一
。
先
已

枯
�
。
和
上
七
日
断
食
行
道
。
樹
再
滋
茂
。
菩
薩
応
現
而
作
二
是
言
一
。
汝

之
所
レ
学
今
已
成
就
。
可
下
往
二
師
子
国
一
贍
―二
礼
仏
牙
一
。
登
二
楞
伽
山
一
礼
―中

拝
仏
跡
上
。
廻
来
可
下
往
二
中
国
一
礼
―中
謁
文
殊
師
利
菩
薩
上
。
彼
国
於
レ
汝

有
レ
縁
。
宜
二
往
伝
教
済
度
群
生
一
。
聞
二
是
語
一
已
不
レ
勝
二
忻
慰
一
。
僧
徒

咸
聞
二
其
語
一
。
寺
衆
乃
曰
。
若
菩
薩
降
―二
臨
尼
枸
陀
樹
一
枝
葉
滋
栄
。
去
即

枯
�
。
以
レ
此
為
侯
二
三
七
日
一
。
却
廻
辞
二
其
国
王
一
。
将
二
領
弟
子
道
俗
八

人
一
。
往
二
師
子
国
一
到
二
楞
伽
城
一
。
王
臣
四
衆
以
二
諸
香
花
一
迎
―二
礼
和
上
一
。

至
二
其
宮
側
復
往
二
無
畏
王
寺
一
頂
―二
礼
仏
牙
一
。
持
二
諸
香
花
一
精
誠
供
養
。
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遂
感
二
仏
牙
放
光
空
中
成
蓋
普
現
一
。
大
衆
咸
覩
二
斯
瑞
一
。
便
住
二
其
寺
一

半
年
供
養
遂
詣
二
東
南
一
往
二
楞
伽
山
一
。（
後
略
）

金
剛
智
は
南
イ
ン
ド
の
補
陀
落
山
で
修
行
し
て
い
た
時
、
観
音
菩
薩
よ
り
師

子
国
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
に
行
き
仏
歯
を
拝
し
、
楞
伽
山
に
登
り
、
仏
跡
を
礼
拝
す

る
よ
う
に
と
の
お
告
げ
を
受
け
た
。
そ
こ
で
弟
子
八
人
と
と
も
に
ス
リ
ラ
ン
カ

に
渡
り
、
仏
歯
や
仏
跡
を
拝
し
、
約
一
年
間
こ
の
島
に
滞
在
し
た
。
金
剛
智
が

仏
歯
を
拝
見
し
た
の
は
無
畏
山
精
舎
に
お
い
て
で
あ
り
、
金
剛
智
が
香
花
を
以

て
供
養
し
た
と
こ
ろ
仏
歯
は
放
光
し
、
奇
瑞
を
現
し
た
と
い
い
、
金
剛
智
は
こ

の
精
舎
に
半
年
間
滞
在
し
た
と
い
う
。
仏
歯
を
拝
見
し
た
場
所
が
仏
歯
精
舎
で

は
な
く
無
畏
山
精
舎
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
金
剛
智
が
訪
れ
た
時
ま
さ
に
仏
歯
が

無
畏
山
精
舎
に
奉
迎
さ
れ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
金
剛
智
は
仏
歯
供
養
の
儀
式
の
詳
細
を
直
に
見
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
こ
と
に
な
る
。
金
剛
智
は
南
イ
ン
ド
に
戻
っ
た
後
入
唐
の
意
思
を
固
め
る
が
、

唐
へ
は
海
路
を
た
ど
り
、
そ
の
行
程
で
ス
リ
ラ
ン
カ
を
再
訪
し
て
い
る
。

一
方
、『
大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
弁
正
広
智
不
空
三
蔵
行
状
』（
大
正
蔵
五
〇
―

二
九
三
上
）
に
よ
れ
ば
、
不
空
も
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
っ
て
い
る
。
不
空
は
王
に
迎

え
ら
れ
、
王
宮
に
お
い
て
七
日
間
供
養
を
受
け
た
。
空
海
撰
と
さ
れ
る
『
秘
密

曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
に
は
、
王
宮
の
供
養
の
後
で
王
は
不
空
を
仏
歯
精
舎
に
住

ま
わ
せ
た
と
見
え
る
（
13
）。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
金
剛
智
と
不
空
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
り
、
仏
歯
が

置
か
れ
た
精
舎
に
滞
在
し
た
。
し
か
も
、
金
剛
智
は
仏
歯
供
養
の
最
中
に
無
畏

山
精
舎
に
滞
在
し
、
供
養
の
様
子
を
逐
一
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
が

仏
歯
供
養
の
次
第
や
教
義
、
効
験
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
二
人
が
ス
リ
ラ
ン
カ
で
学
ん
だ
仏
歯
供
養
の
情
報
は
、

恵
果
に
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
空
海
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後

七
日
御
修
法
が
法
門
寺
舎
利
供
養
よ
り
も
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
に
近
い
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

以
上
、
後
七
日
御
修
法
を
め
ぐ
り
空
海
の
舎
利
信
仰
の
源
流
に
つ
い
て
考
察

を
試
み
た
。
そ
し
て
、
唐
に
お
い
て
空
海
は
恵
果
よ
り
法
門
寺
舎
利
の
奉
迎
に

関
す
る
教
義
を
伝
授
さ
れ
、
帰
国
後
に
舎
利
法
を
行
う
べ
く
仏
舎
利
八
十
粒
を

相
承
し
、
ま
た
舎
利
を
籠
め
た
法
具
類
を
揃
え
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

後
七
日
御
修
法
に
は
法
門
寺
舎
利
供
養
と
は
違
う
要
素
―
毎
年
の
舎
利
奉
迎
や

舎
利
を
塔
以
外
の
建
物
に
安
置
す
る
こ
と
―
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
ス
リ
ラ
ン

カ
の
仏
歯
供
養
に
近
い
要
素
で
あ
る
と
論
じ
た
。
仏
歯
供
養
に
関
す
る
情
報
は
、

金
剛
智
と
不
空
が
現
地
で
得
た
知
識
が
恵
果
を
介
し
て
空
海
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
推
測
し
た
。

以
上
の
推
測
が
許
さ
れ
れ
ば
、
後
七
日
御
修
法
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養

と
唐
の
法
門
寺
舎
利
供
養
と
い
う
二
つ
の
法
要
の
要
素
を
受
け
継
い
で
い
る
こ

と
に
な
る
。
王
権
と
舎
利
と
の
結
び
つ
き
は
、
釈
迦
入
滅
直
後
に
古
代
イ
ン
ド

の
八
国
の
王
が
舎
利
を
分
け
る
分
舎
利
か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
八
万
四
千
基
の

舎
利
塔
を
建
立
し
た
と
さ
れ
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
継
承
さ
れ
る
。
王
が
舎
利
を

迎
え
、
供
養
す
る
と
い
う
八
国
王
や
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
来
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ス

リ
ラ
ン
カ
の
仏
歯
供
養
、
法
門
寺
舎
利
供
養
、
そ
し
て
後
七
日
御
修
法
へ
と
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
後
七
日
御
修
法
は
わ
が
国
舎
利
信
仰
と
い
う
枠

に
と
ら
わ
れ
な
い
、
世
界
的
な
広
が
り
を
有
す
る
舎
利
信
仰
で
あ
る
と
言
っ
て

良
い
で
あ
ろ
う
。

12
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〈
注
〉

（
1
）
内
藤
栄
『
舎
利
荘
厳
美
術
の
研
究
』
第
一
部
1
「
後
七
日
御
修
法
に
み
る
舎
利
観

に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
二
年
三
月
、
青
史
出
版
）

（
2
）
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
巻
第
十
四
金
剛
智
伝
（
大
正
蔵
五
五
―
八
七
五
中
）

（
前
略
）
経
二
三
年
一
至
二
三
十
一
一
往
二
南
天
竺
一
。
於
二
龍
樹
菩
薩
弟
子
龍
智
年
七

百
歳
今
猶
見
在
一
。
経
二
七
年
一
承
事
供
養
。
受
―二
学
金
剛
頂
瑜
伽
経
及
毘
盧
遮
那
總

持
陀
羅
尼
法
門
諸
大
乗
経
典
幷
五
明
論
一
。
受
二
五
部
灌
頂
諸
仏
秘
要
之
蔵
一
無
レ

不
二
通
達
一
。
遂
辞
二
師
龍
智
一
却
還
二
中
天
一
。（
後
略
）

（
3
）
関
根
俊
一
『
金
剛
鈴
と
金
剛
杵
』
三
七
頁
（「
日
本
の
美
術
」
第
五
四
一
、
平
成
二

十
三
年
六
月
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）

（
4
）
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
二
「
仏
説
跋
折
羅
功
徳
法
相
品
」（
大
正
蔵
一
八
―
八
〇
三
）

（
前
略
）
爾
レ
時
金
剛
蔵
菩
薩
。
忽
従
二
頂
上
一
涌
―二
出
三
股
跋
折
羅
形
一
。
如
二
金
光

色
一
。
当
レ
出
之
時
。
大
千
世
界
六
種
震
動
。
現
坐
鬼
神
一
時
崩
倒
。
仏
語
二
鬼
神
一

汝
等
莫
レ
怕
。
我
金
剛
蔵
。
有
二
如
レ
是
等
神
通
自
在
大
威
力
一
故
。
涌
―二
出
如
レ
此

難
レ
測
之
相
一
。
以
レ
此
当
レ
助
―二
護
我
正
法
一
。
我
今
印
可
。
仍
以
二
過
去
真
仏
舎
利

七
粒
一
。
付
―二
属
菩
薩
一
。
令
三
其
舎
利
隠
―二
在
其
中
一
。
将
レ
為
二
実
信
。
識
相
護
持
一
。

防
三
諸
外
道
欲
界
天
魔
心
生
二
軽
慢
一
。
因
即
称
二
名
摩
訶
跋
折
羅
一
。
是
故
常
能
威
―二

侍
我
側
一
。
拒
二
諸
魔
事
一
。
既
有
二
利
益
一
。
亦
願
下
有
レ
人
持
二
我
法
一
者
。
及
持

中
菩
薩
金
剛
天
等
陀
羅
尼
法
上
。
皆
須
レ
具
―二
足
如
法
之
相
一
。
而
常
擬
備
。
現
座
大

衆
皆
言
称
善
。（
後
略
）

（
5
）
内
藤
栄
『
舎
利
荘
厳
美
術
の
研
究
』
四
二
頁
（
注
1
）

（
6
）
内
藤
栄
『
舎
利
荘
厳
美
術
の
研
究
』
一
九
八
頁
（
注
1
）

（
7
）
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
十
八
（
大
正
蔵
五
三
―
五
八
六
上
）

（
前
略
）
至
二
貞
観
五
年
一
。
岐
州
刺
史
張
亮
素
有
信
向
。
来
寺
礼
拝
。
但
見
二
故
塔

基
一
曽
無
二
上
覆
一
。
奏
レ
勅
請
望
雲
宮
殿
以
蓋
二
塔
基
一
。
下
レ
詔
許
レ
之
。
古
老
伝

云
。
此
塔
一
閉
経
二
三
十
年
一
。
一
出
示
レ
人
。
令
二
道
俗
一
生
善
。
恐
開
聚
衆
不
レ

敢
二
私
開
一
。
奏
レ
勅
許
レ
開
。
深
一
丈
余
獲
二
二
古
碑
一
。
並
周
魏
之
所
レ
樹
也
。
既

出
二
舎
利
一
遍
示
二
道
俗
一
。
有
二
一
盲
人
一
。
積
年
目
冥
。
怒
眼
直
視
忽
然
明
浄
。
京

邑
内
外
奔
―二
赴
塔
所
一
。
日
有
二
数
万
一
。（
後
略
）

（
8
）
『
大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
弁
正
広
智
不
空
三
蔵
行
状
』（
大
正
蔵
五
〇
―
二
九
三

中
）

（
前
略
）
至
徳
中
。
鑾
駕
在
二
霊
武
風
翔
一
。
大
師
常
密
使
レ
人
問
レ
道
。
奉
レ
表
起

居
。
又
頻
論
剋
復
之
策
。
粛
宗
皇
帝
。
亦
頻
密
諜
使
者
。
到
二
大
師
処
一
。
求
二
秘
密

法
一
。
幷
定
二
収
京
之
日
一
。
果
如
所
料
。
乾
元
中
。
帝
授
二
転
輪
王
七
宝
灌
頂
一
。

（
後
略
）

（
9
）
『
仏
祖
統
記
』
巻
第
四
〇
（
大
正
蔵
四
九
―
三
七
六
上
）

（
前
略
）
詔
迎
二
鳳
翔
法
門
寺
仏
骨
一
入
二
禁
中
立
道
場
一
。
命
二
沙
門
一
朝
夕
讃
礼
。

（
後
略
）

（
10
）
『
大
唐
聖
朝
無
憂
王
寺
大
聖
真
身
宝
塔
碑
銘
』

（
前
略
）
貞
元
初
五
月
十
□
日
、
勅
僧
法
澄
。
中
使
宋
合
礼
。
府
尹
崔
光
遠
。
啓

発
迎
赴
内
道
場
。
聖
躰
臨
筵
。
昼
夜
苦
行
。
従
正
性
之
路
。
入
甚
□
之
門
。（
後

略
）

（
11
）
薮
内
聡
子
『
古
代
中
世
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
と
佛
教
』
九
三
頁
（
平
成
二
十
一
年

二
月
、
山
喜
房
佛
書
林
）

（
12
）
斎
木
涼
子
「
後
七
日
御
修
法
と
「
玉
体
安
穏
」
―
十
一
・
十
二
世
紀
に
お
け
る
展

開
―
」（『
南
都
佛
教
』
第
九
十
号
、
平
成
十
九
年
十
二
月
、
東
大
寺
図
書
館
発

行
）

（
13
）
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
―
二
〇
）

（
前
略
）
到
二
師
子
国
一
。
国
王
郊
迎
宮
中
七
日
供
養
。
以
二
真
金
器
一
沐
―二
浴
和
上
一
。

肘
歩
問
レ
安
以
存
二
梵
礼
一
。
王
諸
眷
属
宰
輔
大
臣
備
尽
二
虔
敬
一
。
便
令
レ
安
―二
置
於

仏
牙
寺
一
。
即
奉
レ
遇
二
龍
智
阿
闍
梨
一
肘
行
膝
歩
従
而
問
レ
津
。（
後
略
）

【
付
記
】
筆
者
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
の

研
究
助
成
を
受
け
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
厚
く

感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

13 ���� 19 (2017)
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九
号
（
表
紙
写
真
解
説
）

十
月

・
『
第
六
十
八
回

正
倉
院
展
』
特
別
展
図
録
（
作
品
解
説
）
奈
良
国
立
博
物
館

十
月

・
「
雲
鳥
背
円
鏡
」（「
天
平
の
至
宝
」
作
品
解
説
）
読
売
新
聞
社
朝
刊

十
月
三
十
日

・
「
四
点
の
刀
剣
展
示
」（「
奈
良
博
手
帖
」）

読
売
新
聞
社
朝
刊

十
二
月
十
三
日

②
調
査
・
講
演
・
教
育
等

・
「
八
世
紀
の
鏡
」（
サ
ン
デ
ー
ト
ー
ク
）
於：

奈
良
国
立
博
物
館
講
堂

二
月
二
十
一
日

・
「
正
倉
院
展
親
子
鑑
賞
会
」

於：

奈
良
国
立
博
物
館
講
堂

十
月
二
十
三
日

・
奈
良
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ズ
東
京
セ
ミ
ナ
ー
「
冬
の
奈
良
と
奈
良
国
立
博
物

館
の
楽
し
み
―
工
芸
品
を
中
心
に
―
」

於：

奈
良
ま
ほ
ろ
ば
館

十
二
月
四
日

③
そ
の
他

・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
助
成
「
八
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
鏡
の
図

像
の
意
味
―
法
隆
寺
献
納
宝
物
海
磯
鏡
を
中
心
に
」
平
成
二
十
八
年
度

堀
内

し
き
ぶ
（
企
画
室
研
究
員
・
国
際
交
流
担
当
）

①
執
筆
物

・
「
三
か
国
語
の
音
声
案
内
」（「
奈
良
博
手
帖
」）
読
売
新
聞
朝
刊

四
月
十
二
日

③
そ
の
他

・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ミ
ラ
ノ
大
会
視
察

七
月
三
日
〜
十
一
日

・
2
0
1
9
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
京
都
大
会

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
連
絡
担
当
者

奈
良
国
立
博
物
館
研
究
紀
要

鹿
園
雜
集

第
十
九
号

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
発
行

編
集
発
行

奈
良
国
立
博
物
館

〒
六
三
〇‐

八
二
一
三

奈
良
市
登
大
路
町
五
〇
番
地

印
刷
・
製
本

株
式
会
社
天
理
時
報
社

天
理
市
稲
葉
町
八
〇
番
地

／鹿園雑集　１９号／１９号　縦組／学芸部研究活動報告２８年 2018.07.30 16.41.11 Page 12



SOURCES OF KŪKAI’S FAITH IN THE RELICS OF THE BUDDHA:
THE LATTER SEVEN-DAY RITE AND OFFERING SERVICE OF THE

BUDDHA’S TOOTH RELIC IN SRI LANKA

NAITO SAKAE, Nara National Museum

n the twelfth month of first year of the Jōwa era (834) during the early Heian period, Kōbō
Daishi, Kūkai, proposed to the emperor that a new ritual be performed in the palace. This
ritual, which was to be performed annually in the first month thereafter, lasted for a pe-

riod of seven days and involved bringing Buddhist paintings, ritual implements and relics from
Tōji temple to the palace. The rite was called the Goshichinichi no mishiho (August Secret Rit-
ual of the Latter Seven Days). The purpose of the rite was to insure the protection of the na-
tion (kokka goji) and the successful harvest of the five grains (gokoku jōju). The relics used in
the Goshichinichi no mishiho rite were those that Kūkai had inherited from his master Huiguo
(Jpn. Keika) in Tang China. They had originally been obtained in Southern India by Vajrabodhi
(Jpn. Kongōchi), the master of Bukong (Jpn. Fukū) who was Huiguo’s master. Faith in the rel-
ics employed in the Goshichinichi no mishiho differed greatly from that during the Nara period,
as 1) the relics were not placed inside a stupa but preserved in a building, 2) they were trans-
ported to the palace each year, and 3) the relics were thought to have magical properties. This
article seeks to demonstrate the sources of Kūkai’s faith in the relics of the Buddha, and the
most direct model is the offering ceremony of relics from Famensi temple (Jpn. Hōmonji) that
was held in the Tang palace once every thirty years and the annual relic offering service for
the Buddha’s tooth at the palace in Sri Lanka. Huiguo had in fact participated in the offering
rite for the relics of Famensi and Vajrabodhi and Bukong had both visited Sri Lanka so it is
highly likely that they witnessed the offering rite of the Buddha’s tooth. In both cases, the
miraculous efficacy of the rite was thought to protect the state and assure abundant harvests
of the five grains and thus the contents of these rites were very similar to that of the Goshichinichi
no mishiho. Kūkai’s faith in relics, which was unprecedented in Japan, thus had international
links.

I

25 (74)

／鹿園雑集　１９号／英文　１９号／英文目次　１９号 2017.08.10 16.09.53 Page 2




